
 

 

第 ５ １ ８ 回 役 員 会 議 事 要 録 

 

日 時  令和６年１月３０日（火）１３時３０分 

場 所  学長室 

出席者  野田学長，岩山研究・人事担当理事，野地教育・学生担当理事， 

杉浦連携・附属学校担当理事，新津総務・財務担当理事， 

東大学経営担当理事 

オブザーバー   中川監事  

陪席者  総務・企画部長，財務・学術部長，学務部長，附属学校部長，総務課長，

人事労務課長，総務課副課長，人事労務課専門員 

議 長  野田学長 

開 会  １３時３０分 

 

 議事に先立ち，学長から第５１６回役員会議事要録の確認があった。 

 

議 題 

１．役員報酬規程の一部改正について 
  学長から提議され，新津理事から役員報酬規程の一部改正について，資料に基

づき説明があり，審議の結果，原案どおりこれを承認した。 

 

２．大学教育職員の割愛について 

  学長から提議され，岩山理事から社会教育講座教員の割愛について説明があり， 

審議の結果，これを承認した。 

 

３．大学教育職員の採用について 

学長から提議され，岩山理事から２つの講座における令和６年７月１日付の 

大学教育職員の採用について，資料に基づき説明があり，採用職種及び人数につ

いて確認し，審議の結果，原案どおりこれを承認した。 

 
４．ハラスメント事案の懲戒処分に係る職員の懲戒処分について 

  学長から提議され，野地理事からハラスメント事案の懲戒処分等に係る調査

委員会の調査結果について，資料に基づき説明があった後，1月31日（水）開

催の教授会の議を経る条件の下，懲戒処分対象者の懲戒処分相当及び量定を審

議し，これを承認した。 

 

報 告 

１．次回の開催日時について 

  学長から，次のとおり開催する旨報告があった。 

次回 第５１９回役員会 令和６年２月１３日（火）１３時３０分 

 

 

閉 会  １４時３９分 

以 上 


